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“人を育てる”葉山 

資料１ 
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〇義務教育学校（小中一貫教育を行う新たな学校の種類）を定めた学校教育法の改正（平成 28年

４月１日施行）や、学校運営協議会の設置の努力義務化を定めた地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の改正（平成 29年４月１日施行）など、学校を取り巻く社会環境は大きく変化しつ

つあります。 

〇小中一貫教育については、９年間の学びを進める有効な手段として多くの地域で検討や計画が進

んでいます。また、学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い学校運営にあたるコミュニ

ティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入率は、令和元年５月１日時点で 23.7％となって

います。 

〇こうした中、町では、平成 27年より学びづくり推進事業を立ち上げ、小中一貫教育や家庭・地

域と連携した学びの充実について研究を進めてきました。これまで６年間の取り組みでは、小中

一貫教育の必要性や有効性が全校で確認・共有され、学校運営協議会については令和３年度に南

郷中学校での設置が予定されています。 

〇また、令和２年度には、小中一貫教育在り方検討会議を設置し、小中一貫教育に係る現状と課題

を整理しています。（予定） 

〇今後は、学校教育の将来を見据え、在り方検討で明らかになった課題の解決に向けて、小中連携

教育の深化と一貫教育校への発展について検討するとともに、「地域とともにつくる学校」とい

う理念の下にコミュニティ・スクール化を推進します。 

〇新たな社会への対応を志向した教育施策の研究・検討が活発に行われ、多様な教育課題 

に対して具体的な解決策が準備できています。 
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町立小・中学校の教職員等で組織する「葉山町学びづくり連絡協議会」における小中一貫教育の

議論をさらに発展させるため、中学校区の単位で協議をする体制を構築します。 

また、「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引（平成 28 年 12月 26日文部科学省）」

や「神奈川県としてめざす小中一貫教育校の在り方最終報告（平成 27年９月小中一貫教育校の在

り方検討会議）」などを参考にしながら作成（予定）した「小中一貫教育在り方検討報告書」と、

みんなの公共施設未来プロジェクトの進捗を踏まえ、小中一貫教育を進める施設整備に係る方針又

は構想を策定します。 

 

 

 

コミュニティ・スクール化に向けて、南郷中学校をモデル校に位置付けて、校長が作成する学校

運営の基本方針を承認するとともに、学校運営に関して意見を述べる学校運営協議会の設置を目指

します。 

また、地域住民、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い参画を得て、地域全

体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」の中核となる「地

域学校協働活動推進員」を配置し、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う「地

域学校協働活動」を促進します 

 

 

 

□ 町は学校教育目標を含む各校学校運営に関して「学校運営協議会」で協議します。 

  

未来につなげる教育施策として、小中一貫教育と、コミュニティ・スクール化を推進しま

す。 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇新学習指導要領が、小学校においては令和２年度に、中学校においては令和３年度に全面実施

されることは本プランの重点的な取組で述べたとおりですが、その中では、新しい時代に必要

となる資質・能力の育成が大きなテーマとなっています。 

〇また、情報活用能力が、言語能力や問題解決能力と並んで、学習の基盤となる資質・能力に位

置づけられ、情報教育の充実とともに、ＩＣＴ機器を活用した学習の充実が求められています。 

〇町では、これまでも学びづくり研究推進事業や各種研究会などを通して、授業改善に関する研

究を進め、一定の成果を上げているところですが、今後は、研究成果を具体的な授業改善へと

つなげていくことが大きな課題となっています。 

〇一方、教員の配置については、引き続き国県に充実を求める必要があると考えますが、町費に

よる専科教員等の配置については、今や不可欠な取組となっておりますので、今後も引き続き、

町費負担により配置を継続しなければなりません。 

  

〇新しい時代に必要となる資質・能力の育成に向け、全町立学校において、「主体的・対話

的で深い学び」の視点からの授業改善が図られています。 
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基本施策１の単位施策 1-01に掲げる「小中一貫教育の推進」の進捗をみながら、学びづくり推

進事業の中では、授業改善という視点に特化して、小中一貫教育に関する研究を進めるとともに、

小中の学びの連続性を高めます。 

また、各校に専門性の高い大学教授等の講師を派遣する校内研究や、拠点校での研究発表会を通

して授業改善を促進するとともに、各校における授業改善に向けた各種の研究成果を全町に広げる

ため、学びづくりハンドブック、学びづくり通信を活用します。 

 

 

 

情報教育研究員会において、情報教育やＩＣＴを活用した授業づくりに向けた研究を行い、研究

に参加した職員を通して、情報教育等に関する取組の普及を図ります。また、ＩＣＴ機器を活用し

た授業づくりを推進するために、ＩＣＴ支援員を配置します。 

 

 

 定数配置される県費負担教職員に加えて、小学校の理科や中学校の英語、小中連携教育を担当す

る専科教員を町費で配置し、学校教育の充実を図ります。 

小学校のできるだけ早い段階から英語に慣れ親しむとともに、中学校の英語教育の質を高めるた

めにＡＬＴ（外国語指導助手）を配置します。 

蔵書や資料の整理、児童生徒が本に親しむ環境づくりや読書相談等に対応するため、各校に１名

ずつ、図書整理員を配置します。 

小学校の水泳授業に水泳指導者、指導助手を、中学校の部活動に指導員を派遣します。 

 

 

 

□ 町は新しい時代に必要となる資質・能力について、ＰＴＡ連絡協議会・ＰＴＡ研修会などと共

有します。 

  

新しい時代に必要となる資質・能力の育成に向け、全町立学校において、「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善を図ります。 
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〇町では、国が平成 29年３月に「いじめ防止等のための基本的な方針」を改定し、県が同年 11

月に「神奈川県いじめ防止基本方針」を改定したことを受け、平成 30年度に「葉山町いじめ

防止基本方針」を策定しています。 

〇不登校については、単に認知件数を減らせばよいという問題ではないと考えていますが、未然

防止、早期対応に係る施策の充実は不可欠であると考えます。 

〇いじめや不登校等に関する問題については、いずれも問題の深刻化を避けることが極めて重要

であり、引き続き、初期段階における施策を充実させることが大切です。 

〇なお、総合的な学習の時間や学校行事等については、特色のある学習を実践する機会として重

要な役割を果たしていますが、一部では、学習全体の中で過度の負担を生じさせていることが

指摘されています。 

〇カリキュラム・マネジメントの実現は、総合的な学習の時間等に限ったことではありませんが、

特に、この分野においては、必要な学習内容を改めて整理する必要があります。 

  

〇自己や他者を尊重する心を育み、心豊かに共に育ち合い、高め合う児童生徒の育成が図

られています。 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全教員にいじめに対する共通理解を図るため、校長会議やいじめ問題対策連絡協議会等を通じて、

「葉山町いじめ防止基本方針」の徹底を図ります。 

また、道徳科を要として学校教育全体で行われる道徳教育において、豊かな心の育成を図りなが

ら、いじめに対する批判的思考のかん養に取り組みます。 

また、問題行動等の低年齢化に対応するため、スクールカウンセラーの派遣やスクールソーシャ

ルワーカーの巡回等の充実を図ります。 

 

 

不登校等に係る未然防止・早期対応の一環として、病気欠席以外の理由で月に３日以上欠席した

児童生徒に対して、それぞれの実情に即した対応策を迅速に講じます。 

 

 

 

 

 総合的な学習の時間や学校行事については、各学校の特色を生かした教育課程の編成と、カリキ

ュラム・マネジメントの実現を支援します。 

また、葉山の豊かで恵まれた自然や特色ある生活文化に触れ、その素晴らしさや大切さを学ぶ体

験学習や、環境教育、人権教育など、教科等横断的な学習を充実するよう促します。 

 

 

 

□ 町は職場体験学習等で地域の協力を積極的に求めます。 

  

「豊かな心」の育成に向け、全町立学校において、道徳教育や人権教育をはじめとした

様々な取組を推進します。 
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〇「健やかな体」（たくましく生きるための健康や体力）は、運動習慣や食習慣など、生活習慣の

影響をもっとも受ける部分です。学校・家庭・地域が連携し、個々の施策を子どもたちの習慣

につなげていくことが大切です。 

〇栄養の改善を主眼としていた学校給食に、近年では食育の観点が加えられています。食育の推

進のほか、徹底した衛生管理、食物アレルギー対応、給食費の公会計化等、学校給食に求めら

れるニーズは複雑化しています。 

〇小学校では主食、牛乳、おかずからなる完全給食を実施していますが、中学校では牛乳のみの

ミルク給食となっています。全国の公立中学校の９割以上が完全給食を実施しており、小学校

給食施設の老朽化への対応と併せて、中学校での完全給食実施が急がれています。 

  

〇自らの健康や体力について考え、望ましい生活習慣を選択できる児童・生徒が育成され

ています。 
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体育や運動会・体育祭等の学校行事などを通して、児童・生徒の運動やスポーツへの興味・関心

を高めるとともに、子どもの体力づくりを推進します。また、子どもの健康状態の管理のため、適

切に健康診断を実施します。 

 

 

「第２期葉山町健康増進計画・食育推進計画」を参考に、「葉山町学校給食基本方針」に沿って、

献立、調理の工夫をはじめ、地産地消の推進、衛生管理の徹底、学校給食費の公会計化などの取組

を着実に実行します。また、令和２年８月に策定（予定）した「食物アレルギー対応指針」に基づ

き、アレルギー対応の徹底を図ります。 

 

 

 小中学校における完全給食の実施と小学校給食施設の更新への対応として、学校給食センターを

整備します。整備にあたっては、国の定める学校給食衛生管理基準を満たすともに、最新の設備を

導入することで献立の幅を広げます。また、設計段階から維持管理を見据えた施設とすることで、

維持管理費の縮減を図ります。 

 

 

 

 学校給食センターが整備されるまでの間は、調理機器や施設の点検を定期的に実施し、適切な修

繕を行うとともに、各種検査を実施し、衛生的な調理環境を確保します。 

 

 

 

□ 町は地産地消を推進するほか、地域と連携して給食を「生きた食材」として活用します。 

  

第２期葉山町健康増進計画・食育推進計画や葉山町学校給食基本方針に掲げる取組を、学

校・家庭・地域と連携して推進します。 
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〇町では、子どもたちが、できるだけ同じ場で共に学び、共に育つインクルーシブ教育の充実を

図るとともに、必要に応じて小・中学校における特別支援学級、ことば・きこえの教室（小学

校の通級指導教室）、教育支援教室（ヤシの実）といった「安心して学べる場」を選択できるよ

うにしています。 

〇通級指導教室に通う児童の増加や、中学校生徒が通う通級指導教室のニーズの高まりなど、特

別な支援を必要とする児童生徒は少なくありません。 

〇児童・生徒が抱える問題が多様化・複雑化している傾向にあることは重点的な取組で記述した

とおりであり、教育相談の果たす役割は、ますます重要になるものと考えます。 

〇教育支援教室「ヤシの実教室」については、令和２年の移転を契機に施設の充実を図ることに

よって、不登校児童・生徒にとって、よりよい環境づくりに努めているところです。 

〇さらに、経済的理由により就学が困難な児童・生徒等に対しては、経済的な支援を継続し、教

育の機会をしっかり確保しなければなりません。 

  

〇児童・生徒の多様な教育的ニーズに応える体制や場等が整い、だれもが安心して学べる

機会が確保されています。 
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小・中学校における通常学級、特別支援学級、ことば・きこえの教室の役割や支援の連続性等を

踏まえ、難聴・言語・情緒・学習障害（LD）・注意欠陥多動性障害（ADHD）を抱える児童・生徒

の学びの場として、ことば・きこえの教室の充実や、中学生を対象とした場の確保を検討します。 

また、障害のあるなしに関わらず、特別な配慮を必要とする児童・生徒には、特別支援教育支援

員の活用も含め、支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

教育相談コーディネーターの加配を県に継続して要望します。スクールソーシャルワーカー、ス

クールカウンセラー、心の相談員の配置は継続します。 

また、個別に相談している案件については、ケース会議等を通して学校内で共有するとともに、

必要に応じて、教育委員会や関係機関との連携を図ります。 

さらに、児童・生徒、保護者にとって、教育相談がより安心して利用しやすいものになるように

相談内容や相談方法等に関する情報を積極的に発信します。 

 

 

不登校児童生徒を対象に、集団の中での学習や活動を通じてコミュニケーション能力や社会性を

育成します。 

また、学校への復帰や社会的自立に向けた支援など、それぞれの児童生徒、保護者の実情に即し

て新しいステップを支援します。 

 

 

 学校教育法の規定に基づき、児童・生徒に対して学用品代や給食費等を助成するとともに、町立

中学校にバス通学をしている生徒の保護者に、通学定期乗車券購入に係る費用の一部を助成しま

す。 

また、高等学校等における教育に関する経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費のうち授

業料以外のものに充てるための奨学給付金を助成します。 

  

 

 

□ 町は多様なニーズに応じた支援教育について町民の理解が深まるような取組を進めます。  

支援教育の充実に向けて、児童・生徒の多様な教育的ニーズに応える体制を整備します。 
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〇学校現場では、教員の長時間勤務の深刻な実態があります。また、子どもに関わる様々な業務

を一手に担ってきたため、授業やその準備、学習評価など、子どもたちに直接関わる時間が十

分に確保できていないという問題を抱えています。 

〇町では、令和元年度に「葉山町立学校における働き方改革に向けた推進指針」をまとめ、令和

２年度には出退勤管理や統合型校務支援システム等を導入し、教員の働き方改革を推進してい

るところですが、令和３年度以降も、教員の働き方改革に積極的に取り組まなければなりませ

ん。 

〇また、教育委員会と学校、学校間においては、小中一貫教育や地域とともにある学校づくり、

さらには、自然災害への対応や感染症対策など、複雑で困難な問題の解決に向けて、有機的な

連携を図らなければならない機会が増えています。 

〇一方、激しく変化する時代の中で、教員に求められる資質・能力も高度化しつつあり、児童生

徒や保護者の要求も複雑で多様化しています。前述のとおり組織的に対応することも重要です

が、学びづくり推進事業や研修などを通して、教員の資質・能力を高めることは極めて重要な

課題となっています。 

  

〇教員が生きいきと働くことができる職場環境が整うとともに、教員のキャリアアップが

図られています。 
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出退勤管理や統合型校務支援システムを活用します。 

また、学習プリント等の印刷、配付準備、授業準備の補助、採点業務の補助など、児童生徒に直

接かかわる教育活動以外を行うスクール・サポート・スタッフを配置します。 

 

 

 

教育相談コーディネーターの加配を県に継続して要望します。スクールソーシャルワーカー、ス

クールカウンセラー、心の相談員の配置は継続します。 

また、個別に相談している案件については、ケース会議等を通して学校内で共有するとともに、

必要に応じて、教育委員会や関係機関との連携を図ります。 

さらに、児童生徒、保護者にとって、教育相談がより安心して利用しやすいものになるように相

談内容や相談方法等に関する情報を積極的に発信します。 

 

 

神奈川県立総合教育センターや湘南三浦教育事務所と連携し、教員の計画的な研修を実施します。 

喫緊の課題に対応するための教職員専門講座を設定し、授業改善、小学校英語や道徳の教科化、

プログラミング教育、ＩＣＴ機器を活用した授業づくりや教育相談、問題行動等の対応等の研修を

実施します。 

  

 

 

□ 町は教員の働き方改革の必要性や効果について町民の理解が深まるような取組を進めます。  

「葉山町立学校における働き方改革に向けた推進指針」に基づき、教員の働き方改革を推

進します。 

単位施策 6- 01 教員の働き方改革の推進 
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〇小中学校は、昭和 40年代から 50年代の児童生徒急増期に建築され、その老朽化対策が重要

な課題となっています。また、新たな学びに対応するためのイノベーション、さらには、防災

機能はじめ地域コミュニティの拠点としての整備も課題となっています。 

〇町では、公共施設の物理的・社会的な摩損に対処するため、令和元年度に「みんなの公共施設

未来プロジェクト」を始動させています。学校施設は、公共施設全体の約６割の床面積を占め

ており、その再整備はプロジェクトの中核となっています。 

〇また、文部科学省は、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022 年度）」

及び「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けて地方財政措置を講じおり、これに合わせ町にお

いても計画的にＩＣＴ環境の整備を進める必要があります。 

  

〇新しい時代に必要となる資質・能力を育む空間として、また、防災、地域交流の拠点と

して学校環境が整備できています。 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等総合管理計画第一次実施計画に基づき、将来的な在り方を踏まえたうえで、必要な修

繕と、トイレ改修をはじめ学校施設のバリューアップを実施します。 

また、近年増加している台風などの自然災害に対応できるようにするため、避難所として地域住

民を守ることができるように防災機能の強化を図ります。 

 

 

学校の運営管理に必要な経常的な事務を適切に行うため、予算の執行状況を確認するほか、学校

事務全般を支援します。また、清掃業務、保守点検等の業務委託や、各種施設設備の修繕・工事を

行い、施設設備を良好に維持管理します。 

 

 

令和２年度に策定（予定）した「葉山町立小・中学校における情報教育推進計画」に基づき、計

画的な ICT環境の整備を進めます。 

  

 

 

□ 町は学校施設の整備や維持管理にあたり、学校、保護者、地域住民の意向の把握に努めます。 

  

公共施設等総合管理計画第一次実施計画に基づき、学校施設の修繕、改修等を進めます。 

また、「葉山町立小・中学校における情報教育推進計画」に基づき、ＩＣＴ環境の整備を計

画的に進めます。 
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〇少子高齢化やグローバル化などを背景とした社会状況の変化に伴い、現代的な課題に対する学

習の役割が重要となってきています。学びの成果を生かし、まちづくりにつながる生涯学習社

会の実現につなげていく取組が必要となっています。 

〇グループで自主的な生涯学習活動を行う場所として、学校施設開放と図書館付属施設の貸出を

行っていますが、十分とは言えません。町民の生涯学習活動や様々な地域活動を行う場所を確

保することが課題となっています。 

〇「地域学校協働活動」を推進するため、平成 29 年３月に社会教育法が改正され、教育委員会

による地域と学校との連携協力体制の整備や、地域住民等と学校との情報共有や助言等を行う

「地域学校協働活動推進員」の委嘱に関する規定の整備が行われました。 

〇また、国では地域学校協働活動の一環として、子どもたちが放課後等を安心・安全に過ごし、

多様な体験・活動ができるように、「新・放課後総合プラン」を掲げ、学童クラブと放課後子ど

も教室をすべての小学校区で一体的に実施することを推奨しています。 

 

  

〇時代のニーズに応じた多様な学習機会が提供され、学びの成果が地域課題の解決や、地

域コミュニティの活性化に生かされています。 
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町民のニーズに即した学習情報・機会の提供に努めます。また、町民団体等が、これまで培って

きた知識や技術を生かして企画する講座など、町民相互がつながりながら学び合う仕組みをつくり

ます。 

産官学とも連携しながら、町民が、人権、男女共同参画、環境、消費者問題、地域防災・安全等

の地域課題や現代的な課題の解決に関心をもち、参画へとつながる学習機会の充実を図ります。 

 

 

 

町民が身近な場所で主体的に学習活動に臨めるように、図書館付属施設及び学校教育に支障のな

い範囲で学校施設を有効に活用します。 

みんなの公共施設未来プロジェクトと連動しながら、生涯学習活動・町民活動の場所として、多

くの公共施設が利用できるよう検討を進めます。 

 

 

 

地域と学校がパートナーとして連携・協働して行う「地域学校協働活動」を推進するため、相互

の連絡調整等を行う「地域学校協働活動推進員」を各学校区に配置します。 

みんなの公共施設未来プロジェクトにおいて掲げる方向性や、児童館・青少年会館に係る保全・

保有の方針のもと、学童クラブを設置する学校において、放課後子ども教室を実施します。 

 

 

 

 「学び」から「地域活動」につながる取組の充実を図るため、政策課協働推進係と具体的な検討

を進め、町民の関心に応じた総合的・体系的な支援体制の再構築を図ります。 

 

 

 

□ 町は町民・民間団体の学びの成果を地域活動に生かせる仕組みづくりに取り組みます。 

 

  

行政と町民・民間団体が効果的に協働しながら生涯学習を推進し、「学び」と「活動」が循

環する仕組みづくりを推進します。 
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〇町では、様々な体験・交流事業を主催しているほか、ジュニアリーダーの養成、子ども会の活

動支援といった人材育成や活動団体の支援を実施しながら、子どもたちが心身共に健康で人間

性豊かに成長できるよう支援を展開しています。 

〇核家族化や少子化、生活スタイルの変化などにより、異年齢交流や様々な体験活動を担う子ど

も会への加入者は減少傾向にあります。豊かな人間性を育むために必要な自然体験や社会体験

をする機会を提供し、関係団体等の活動を通じて行われる、青少年を育成するための取組を支

援する必要があります。 

〇町内には青少年の健全な育成を阻害する有害環境は少ないですが、青少年問題協議会を通じて

関係機関との情報共有を図り、青少年指導員と協力しながらイベント等での啓発活動を行って

います。 

 

  

〇青少年のための施策の充実が図られ、葉山町の将来を担う人材が育成されています。 
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 青少年が社会を生き抜く力を身に付けるため、学校以外の場における自然体験活動や様々な交流

活動の機会を提供します。 

ジュニアリーダーの育成や、青少年が企画・運営に携わる成人式等の開催を通じて、青少年の自

主的な活動を支援します。 

 

 

 

社会全体で青少年を取り巻く環境を整備するため、青少年問題協議会を通じて関係団体や関係機

関との情報共有を図るなど、連携を強化します。 

青少年指導員を配置して、青少年が健やかに成長できる環境づくりを進めるとともに、子ども会

など地域で活動する青少年関係団体の学校外活動を支援します。 

 

 

 

□ 町は関係団体との連携を図り環境づくりを進めるとともに、青少年の自主的な活動を支援しま

す。 

 

  

青少年が豊かな人間性を育み、社会で生きる力を身につけながら健やかに成長できる環境づ

くりを進めます。 
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〇「運動やスポーツに関するアンケート調査」では、回答した人の半数が週に 1日も運動・スポ

ーツ（1 日 30 分以上）を行っておらず、しない理由として最も多いのは、「仕事や家事が忙

しい」となっています。気軽に運動・スポーツに親しむ機会を充実することが必要となってい

ます。 

〇町民が運動・スポーツ活動を行う場所として、小中学校グラウンド・体育館を開放しているほ

か、南郷上ノ山公園の屋外運動施設を供用しています。身近な場所で気軽に運動・スポーツが

できる場所の充実は課題となっています。 

〇国・県では、地域住民が主体的に地域の運動・スポーツの機会を提供する「総合型地域スポー

ツクラブ」の設立を推奨しています。導入から 20年以上が経過し、会員の確保、財源の確保、

指導者の育成などの問題も指摘されていますが、県内のクラブの設置状況は、令和２年１月 31

日時点で 27／33 の市町村で設置が進んでいます。こうした状況を踏まえれば、葉山町にお

いても「総合型地域スポーツクラブ」の設立を急がなければなりません。  

〇町民のだれもが運動・スポーツに親しめる環境が整い、町民・団体等の自主的、積極的

な活動が活発になっています。 
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 運動やスポーツを始める機会を提供するため、町やスポーツ関係団体と連携しながら、個人のラ

イフスタイルの状況に応じて、気軽に運動やスポーツに参加できる情報・機会の提供を図ります。 

葉山町体育協会加盟協会が主催する町民スポーツ大会の開催支援等を通じて、競技スポーツへの参

加機会を提供します。 

また、マリンスポーツなど、地域の特性に合わせたスポーツの普及を推進します。 

 

 

 

運動・スポーツに親しむ基盤となる施設として、学校体育施設の有効な活用を図ります。 

総合公園である南郷上ノ山公園の園内整備と維持管理に努めるとともに、運動やスポーツ活動等

に利用できる施設として効用の最大化を図ります。 

 

 

 

 「総合型地域スポーツクラブ」の設立を促進し、地域住民主体の生涯スポーツ活動の推進体制を

強化します。 

生涯スポーツ活動に係る指導力の向上や、学校や地域が主催する生涯スポーツ活動を支援するた

め、スポーツ推進委員を委嘱します。 

「葉山町スポーツ推進計画」に基づく施策の充実を図るため、葉山町スポーツ推進審議会を積極

的に活用します。 

 

 

 姉妹都市提携 50年を迎えた群馬県草津町とのスポーツを通じた交流を継続し、両町の親睦を深

めていきます。 

  

 

 

□ 町は「総合型地域スポーツクラブ」の創設を支援し、地域住民主体による運動・スポーツの機会

の提供を奨励します。 

 

  

運動・スポーツに親しむ機会の充実を図るため、町民・団体等の自主的、積極的な活動を支

援し、スポーツに親しめる環境づくりを推進します。 
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 〇町では、芸術・文化の振興を生涯学習課、文化行政の総合的な企画及び調整を政策課、福祉

文化会館の運営管理を福祉課が所管しています。芸術・文化振興を効果的に推進するために

は、緊密な連携の下、町民との協働により事業を展開していく必要があります。 

〇平成 31年 4月１日付で文化財保護法が改正され、地域における文化財を総合的・計画的に

保存・活用するための制度が整備されました。また、地方公共団体における文化財保護の事

務は教育委員会の所管とされていますが、条例により地方公共団体の長が担当できることと

なりました。少子高齢化が進展する中、町内の文化財をまちづくりに生かしながら、地域社

会全体で継承する取組が課題となっています。 

〇町のインスタグラムのフォロワー数は、令和元年３月５日時点で 31,497人となっており、

インスタグラムを通じて魅力ある住宅都市として高く評価されています。また、しおさい博

物館（公園）は、年間 39千人（平成 30 年度）が訪れており、来館（園）者は増加傾向に

あります。町民にも町外の人々にも利用され続ける博物館・公園の維持、充実を図り、ひい

ては町の魅力を高めることに努めなければなりません。  

〇地域の文化財や豊かな芸術・文化活動が身近に感じられ、葉山らしい品格と郷土への誇

りが育まれています。 
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 町部局の文化振興施策と連携しながら町民の自主的な芸術・文化活動を支援し、活動成果の発表

を通じて町民同士が交流する機会を提供します。 

教育委員会が所蔵する、葉山にゆかりのある作者による美術作品展を定期的に開催し、町民が芸

術作品に親しむ機会を提供します。 

 

 

 

町内の貴重な文化財を調査し、新たな指定・登録を推進するとともに、指定文化財を将来にわた

って保護するため、所有者・管理者に対し、文化財の適切な管理を奨励します。 

逗子市と共同で国指定史跡長柄桜山古墳群の保存に向けた整備を進め、史跡の活用を推進します。

また、史跡や文化財の学校利用を促進し、地域の歴史や文化財に触れる機会を増やします。 

 

 

 

 葉山らしい海辺の景観を構成する風致公園であるしおさい公園は、関係機関と連携を図りながら、

入園者が快適に利用できるよう効用の最大化を図ります。また、博物館資料の保存、調査、研究を

通して、展示内容の充実や教育普及活動の推進を図り、葉山の自然環境を学ぶ機会を提供します。 

 

 

 

□ 町は町内（自治）会、町民活動団体と連携・協力し、文化財の保存・活用を進めます。 

□ 町は発表機会の提供などを通じて町民の自主的な芸術文化活動を支援していきます。 

  

町民が豊かな芸術・文化を身近に感じられる機会を提供するとともに、積極的に文化創造や

継承に取り組むことができる環境整備を進めます。 
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〇人口減少・少子高齢化や情報化社会の進展などの社会変化に伴い、人々の生活スタイルは大き

く変化しつつある中、図書館の入館者数は、平成20年度の16万人をピークに減少しており、

ここ数年は、14万人前後を維持しています。 

〇従来の貸出中心のサービスだけでなく、レファレンスサービスや電子媒体の整備など、公立図

書館に期待されるサービスの高度化が進んでいます。 

〇また、本を借りたり読んだりする空間としてだけでなく、飲食や談話などの交流空間を備えた

り、子育て施設が併設されたりするなど、「滞在型図書館」が注目を集めています。 

〇一方で、人口減少や読書離れなどによる利用者数の減少が予測され、コンパクトな図書館運営

が求められてもいます。昭和 56年の開館から 40年が経過し、施設・設備の老朽化が進んで

います。みんなの公共施設未来プロジェクトと連動させながら、長期的な施設としての図書館

のあり方について方針を示していく必要があります。 

 
＊1「蔵書新鮮度」とは、図書館蔵書を評価する指標の一つで、ある年に新規に受け入れた図書の冊数を年の終わり

の蔵書冊数で割った値。一般に、新規に受け入れた蔵書の利用は、受入直後を最高として数年はよく利用され
るが、その後利用は急速に減少する。多くの公共図書館や大学図書館の学習用コレクションなどでは、蔵書の
利用を高めるためには、蔵書新鮮度を高めることが必要となる。  

〇あらゆる世代が読書に親しみ、楽しむ機会が提供され、地域の知の拠点として町民の主

体的な学習活動を支える環境が整っています。 
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 図書館資料の収集と整理に努め、蔵書の新鮮度を維持しながら魅力ある蔵書を構築します。 

民間企業等に雑誌を図書館に提供してもらう「雑誌スポンサー制度」を広く周知し、図書館資料

の充実を図ります。 

他の公立図書館・大学図書館との連携を推進し、相互貸借などにより町民の利便性を向上します。 

 

 

 

広く町民が図書館サービスを受けられるよう、利用条件の見直しを進めます。 

第二次子ども読書活動推進計画に基づき、家庭・地域、小中学校との連携を強化し、子どもの読

書活動の推進を図ります。 

大活字本やマルチメディアデイジー図書＊2 の計画的な蔵書に努め、高齢者や図書館の利用に障

害のある方に対する図書館サービスの充実を図ります。 

 

 

 

 設備等の維持管理を適切に行いながら、快適な読書環境の実現を図ります。 

居心地のよい図書館と感じられるように、館内の施設配置の見直しを進めます。 

図書館運営について、意見箱により利用者ニーズを把握するとともに、町民ボランティアの導入に

ついて検討します。 

 

 

 

 令和２年度までのあり方検討を踏まえて、学校図書館との連携を図りながら、より具体的な保全・

保有の方針を検討します。 

  

 

 

□ 町は読み聞かせ活動団体との連携を促進しながら子どもの読書活動を推進します。 

□ 雑誌スポンサー制度の拡充や他の公立図書館・大学図書館との連携を進め、産官学連携による

図書館サービスの充実を図ります。 

 

＊２「マルチメディアデイジー図書」とは、視覚障害者らのために、カセットテープに代わるデジタル録音図書として

開発された。音声だけではなく文章も組み合わせたものをマルチメディアデイジー図書。  

ニーズをふまえた図書館サービスを提供し、町民に親しまれる図書館運営に努めます。 
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基本目標 2 
だれもがいつでも学べ、交流し、 
心身ともに豊かに暮らしているまち 
 

 

［将来像］ いつでも学べる場と機会があり、感性を豊かにする環境が整っている 

施策分野②

２ 

基本施策 13 姉妹都市交流の推進 

〇草津町との相互の人的・文化的交流が進み、葉山町民が交流を通じて多く

のことを学んでいます。これまでの国際姉妹都市の交流をもとに葉山らし

い国際化施策を検討します。 

基本施策がめざす姿 

まちづくり指標 

現状と課題 

○ 国内姉妹都市として、葉山町では、両町を世に紹介したベルツ博士がとりもつ縁がきっ

かけで昭和 44年に群馬県草津町と姉妹都市提携協定を結び、平成 30年に協定締結

50周年を迎えました。スキーと水泳による定期的親善交流や草津町文化祭への町民の

作品出品、葉山町民の草津温泉宿泊助成や草津温泉バスツアーなどの交流事業や災害時

に備えたデータ保管などの事務連携を行っており、今後も変わらぬ交流等を継続してい

く必要があります。 

○ 一方、国際化施策の一環として、オーストラリアのホールドファストベイ市は、面積、

人口が葉山町とほぼ同規模で、閑静な住宅が立ち並ぶマリンリゾートの地という点でも

似ていることから平成 9年に国際姉妹都市を締結し、学生相互交流や訪問ツアーを実施

してきましたが、新型インフルエンザ問題やお互いの財政事情などを受け、平成 22年

から交流が休止している状況です。 

○ 国際姉妹都市との交流については、自治体における国際化施策が交流から多文化共生へ

と変化する中、葉山町においても、これまでの国際姉妹都市との交流をもとに、今日的

な国際化施策のあり方の検討を進める中で、国際姉妹都市交流の意義や目的を改めて整

理し、今後の方向性を確立することが求められます。

指 標 名 現 状 値 めざそう値 備 考 

 令和元年度 令和６年度  

草津町が姉妹都市であることの
認知度 

●％ １００% 
現状値は、令和 2 年度町民

アンケート調査結果による 

葉山町の国際化施策における国
際姉妹都市交流の方向性 

― 確立  
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〇国内姉妹都市の魅力を町民が身近に感じられるような情報を積極的に発

信するとともに、有意義な交流活動を推進します。また、国際姉妹都市

交流が国際化施策に寄与していることが明らかにされています。 

基本方針 

具体的な取り組み 

単位施策 13- 01 国内姉妹都市との交流活動の推進 

 
50 年を超える長い交流の歴史の中で培った草津町との友好を大切にし、今後も継続的・発展的に

交流を深めていけるよう、様々な交流メニューを企画・立案し推進していきます。とりわけ、防災面

では「災害時における相互応援に関する協定書」を締結しており、今後においても相互応援体制のさ

らなる充実を図っていきます 

 

 

協働でできること 

単位施策 13 - 02 国際化施策における国際姉妹都市交流のあり方検討 

 
 葉山町における今日的な国際化施策のあり方の検討を進める中で、今後の国際姉妹都市交流の方向

性を確立します。 

 

□ 町は、町民や町民活動団体とともに、文化・スポーツ活動などを通じて、国内姉妹都市との草の

根的な交流を推進していきます。 

 □ 町は、葉山町国際交流協会との協働により、葉山町の今日的な国際化施策のあり方の検討を進め

る中で、今後の国際姉妹都市交流の方向性を確立します。 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 2 
だれもがいつでも学べ、交流し、 
心身ともに豊かに暮らしているまち 
 

 

［将来像］ いつでも学べる場と機会があり、感性を豊かにする環境が整っている 

施策分野②

２ 

基本施策 14 人権と平和の尊重 

 

〇差別や偏見、いじめ、暴力がなく、一人ひとりがお互いを思いやり、認め

合い、共に生きる平和な暮らし・社会を安定的に続けています。 

基本施策がめざす姿 

まちづくり指標 

現状と課題 

○私たちの周囲には顕在化しないところでいろいろな差別や偏見に心を悩ませている人がお

り、近年では性的マイノリティ（LGBTQ）への差別や偏見など新たな人権課題が生じていま

す。人権啓発事業として、講演会や展示会などの開催や、パンフレット等の配布などを実施し

ており、今後も継続的に取り組み、人権意識の高揚を図っていくことが求められます。 

○性別に関わらず、それぞれの個性と能力を認め合い、尊重しあう男女共同参画社会の形成が

求められています。葉山町男女共同参画プランに基づき、社会の意思決定の機会への女性の

参画の拡大や仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）、男女共同参画教育やＤＶ

防止対策などを推進していくことが求められます。 

指 標 名 現 状 値 めざそう値 備 考 

 令和元年度 令和６年度  

身体的暴力以外もＤＶと認識し
ている人の割合 

●％ １００% 
現状値は、令和 2 年度町民

アンケート調査結果による 

平 和 標 語 コ ン ク ー ル    
（中学生対象）の応募件数 

228点    ３００点  
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〇人権尊重社会、男女共同参画社会、平和な社会の実現に向けて、葉山町

が一地方自治体として果たすべく役割を認識し、町民とともに協働で取

り組みを進めます。 

 

基本方針 

具体的な取り組み 

単位施策 14- 01 人権尊重社会の形成 

 
人権意識の啓発を図るため、研修会、講演会、展示会の開催やパンフレット等の配布などの

啓発事業を継続的に推進します。 

 

協働でできること 

単位施策 14 - 02 男女共同参画の推進 

 
 男女共同参画社会の形成と職業生活における女性の活躍推進を実現するため、意識啓発と

実践活動を推進します。ＤＶ対策については、地域の関係者や子育て関係機関、福祉事務所・

警察・児童相談所など専門機関と連携し、未然防止と改善措置を推進していきます。また、町

職員の採用・育成や町が設置する審議会や委員会の委員についても、男女共同参画を推進しま

す。 

 

 平和標語コンクールをはじめ、様々な平和関連施設を引き続き推進するとともに、新たな事業メニ

ューの導入を検討しつつ、平和意識の普及・啓発を図っていきます。 

単位施策 14 - 03 平和意識の普及・啓発 

 

□町は、町民と共に、人権、男女共同参画、平和、LGBTQ に関して学び、差別や偏見の無い社会の

実現を目指します。 
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基本目標 3 
子どもが健やかに育ち、 
安心して子育てができているまち 
 

 

［将来像］ 子育てを地域のみんなで支える中で、子どもがのびのびと育っている 

施策分野③

③ 

基本施策 15 子ども・子育て支援の充実 

 
○ 地域ぐるみで子ども・子育て支援を行い、子どもたちがのびのび元気に育ち、保護者

の育児不安への支援が十分にできています。 

○ 発育・発達に不安のある子どもへの療育・支援をきめ細かく行い、一人ひとりの可

能性を最大限に引き出しています。 

基本施策がめざす姿 

まちづくり指標 

現状と課題 

○核家族化の加速や女性の就業率の上昇などから、保育ニーズが高まっており、幼稚園、保育園

などの保育の受け皿の確保や、一時預かり、病児保育等の多様な保育ニーズの充実が求めら

れています。 

〇妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援や小学校就学後の放課後対策、発達面で支援

が必要な子どもへの支援の充実が求められています。

 

指 標 名 現 状 値 めざそう値 備 考 

 令和元年度 令和６年度  

認可保育園数 ６か所 ７か所 
 

子育て支援施策の満足度 ●％ 40% 
現状値は、令和 2 年度町民

アンケート調査結果による 

学校内での学童クラブ実施 1 か所 4 か所  
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〇家庭、教育・保育施設、地域が連携し、子どもたちの健やかな育ちと、安心できる子

育ての環境づくりを推進していきます。 

 

基本方針 

具体的な取り組み 

単位施策 15- 01 子育て支援サービスの充実 

 

協働でできること 

単位施策 15 - 02 子どもの健やかな成長への支援 

  

子どもの健やかな成長の保障のため、健康診査、家庭訪問、健康教育、育児相談等の母子保

健事業等の充実を図ります。 

また、発育・発達に不安のある子どもたちへの乳児期からの一貫した支援のため、「葉山町

発達支援システム」のきめ細かい推進に努めます。 

 育児不安の解消等に向け、情報提供や相談体制の充実を図るとともに、地域での見守り合い

や要保護児童対策地域協議会の活動などを通じ、児童虐待防止対策を推進し、子どもを守る地

域ネットワークを強化していきます。 

 

 小児医療費助成やひとり親家庭等医療費助成、妊産婦健診費用補助など、子育て家庭の経済

的負担に対する支援を行います。 

単位施策 15 - 03 子育て家庭への支援 

 

□町は、児童館や子育て支援センター等において、町民や町民活動団体が行う行

事・イベントなどを支援していきます。 

□町は、発達障害に対する理解を深めていけるような場をつくります。 

 

「第２期葉山町子ども・子育て支援事業計画」を基に、仕事と子育ての両立を推進するとと

もに、待機児童の解消のため保育サービスの充実など、様々なニーズに対応する子育て支援サ

ービスの充実を図ります。 

また、子育て支援センターや一時預かりの充実、病児・病後児保育の実施、楽しく利用でき

る児童館づくりに努めるとともに、学校内での学童クラブの実施、運営方法を検討し、放課後

の居場所づくりの充実を図ります。 

 


